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１【提出理由】

　平成30年３月29日開催の当社第134回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品

取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ

き、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成30年３月29日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　株式併合の件

　イ　併合の割合

普通株式10株につき１株の割合で併合いたします。

　ロ　効力発生日

平成30年７月１日

　ハ　効力発生日における発行可能株式総数

4,000,000株

 

第２号議案　定款一部変更の件

　変更の内容は以下のとおりであります。

（下線部は変更箇所を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

（公告方法）

第５条　当会社の公告は、官報に掲載する。

 

 

 

 

（発行可能株式総数）

第６条　当会社の発行可能株式総数は、4,000万株と

　　　する。

 

（単元株式数）

第８条　当会社の単元株式数は、1,000株とする。

 

（新設）

 

 

 

（公告方法）

第５条　当会社の公告は、電子公告とする。ただし、

　　　事故その他やむを得ない事由によって電子公告

　　　による公告をすることができない場合は、日本

　　　経済新聞に掲載して行う。

 

（発行可能株式総数）

第６条　当会社の発行可能株式総数は、400万株とす

　　　る。

 

（単元株式数）

第８条　当会社の単元株式数は、100株とする。

 

附則

本定款の第６条および第８条の変更の効力発生日は、

平成30年７月１日とする。なお、本附則は同日の経過

後自動的に削除されるものとする。

 

第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役として、藤本克彦を選任するものであります。

 

第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

　退任監査役　鈴木正道に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の

範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される

ための要件ならびに当該決議の結果

決議事項
賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)
賛成比率 決議結果

 第１号議案

 株式併合の件
　　10,161 　　23 　　0 99.04% 可決

 第２号議案

 定款一部変更の件
　　10,171 　　13 　　0 99.13% 可決

 第３号議案

 監査役１名選任の件
　　10,168 　　16 　　0 99.10% 可決

 第４号議案

 退任監査役に対し退職慰労金

 贈呈の件

　　10,154 　　30 　　0 98.97% 可決

(注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

　　　１．第１号議案及び第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

　　　２．第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席

および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

　　　３．第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたもの

を集計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、

本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数の一部は加算し

ておりません。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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